
大阪市小規模保育事業所整備補助金要綱 

 

制 定 平成 26 年６月１日  

最近改正 平成 30 年７月４日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、小規模保育事業所を開設する事業実施者に対して、賃貸物件等の保育室の改修そ

の他事業所の整備に必要な経費の一部を予算の範囲内で補助するにあたり、補助要件その他について、

大阪市補助金等交付規則（平成 18年大阪市規則第７号。以下「交付規則」という。）に定めるものの

ほか、必要な事項を定めることにより、小規模保育事業所の整備を推進することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、「小規模保育事業所」とは児童福祉法第６条の３第 10項に規定する小規模

保育事業を運営するための事業所をいう。 

 

（補助要件） 

第３条 補助を受けるには、次の各号の要件をすべて満たさなければならない。 

(1) 補助対象事業を行うにあたり、資金を必要とする者であること。 

(2) 改修を必要とする事業所が、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成 26年９月 30

日厚生労働省令第 115号）、大阪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成 26 年９月 22 日大阪市条例第 101 号）、大阪市家庭的保育事業等の認可に関する審査基準及びそ

の他運営に関する基準等（以下、「基準等」という。）を満たすものであること。 

(3) 改修を必要とする建物が専ら小規模保育事業所の運営の用に供することを目的としたものであ

ること。 

(4) 小規模保育事業を実施するにあたり、新たに設備の設置や改修が必要な建物であること。 

(5) 当該地域において、小規模保育事業所の整備需要が高いと認められること。 

 

（補助対象経費及び補助額等） 

第４条 補助対象経費及び補助額等は、次のとおりとする。 

(1) 補助対象経費は、小規模保育事業所の設置を予定している建物の整備に必要な工事請負費及び

工事事務費（工事施工のために必要な経費であって、設計料及び設計監督料をいい、その額は工事

請負費の 2.6％に相当する額を限度額とする。）とし、上限を 10,000,000 円とする。ただし、工事

請負費の対象となるのは、小規模保育事業所の開設において基準等で必要とされるもの、関係法令

で適合が求められるもの及び基準等で定められていないが保育する上で本市が必要と認めるもの

（保育と関係性があり、小規模保育事業所を運営する上で日常的に使用すると考えられる設備であ

ること。）とし、現存しかつ基準を満たしている設備の交換、機能向上及び美装化等については、

対象としない。 

(2) 補助額は、前号に規定する補助対象経費のうち事業実施者が実際に支払う又は支払った経費（上

限 10,000,000円）に４分の３を乗じて得た額（1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨て

た額。）とする。 



（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を申請しようとする者は、「大阪市小規模保育事業所整備補助金交付申請書（様

式第１号）」に交付規則第４条各号のほか、次の事項を記載し市長に提出しなければならない。 

(1) 事業所の所在地及び名称 

(2) 事業所（事業）の種類 

２ 交付規則同条の市長が必要と定める添付書類は、次のとおりとする。 

(1) 事業計画書 

(2) Ａ４判設計図書(配置図・室名及び面積が記載された平面図）の写し 

(3) 建物の全体図（整備箇所との位置関係が分かるもの） 

(4) 室別面積表 

(5) 工事予定価格積算書（補助対象外となる設備等が含まれる場合は、その内訳の記載があること）

及び設計監理についての契約関係書類の写し 

(6) 当該事業に関し他に助成を受ける予定の場合は、その助成内容がわかる書類 

(7) 事業実施者の印鑑登録証明書 

(8) 賃貸借又は使用貸借に係る契約書等の写し（自己所有物件については、土地及び建物に係る登

記簿謄本） 

(9) その他、本市が必要とする書類 

 

（申請等の時期） 

第６条 前条に規定する申請は、事業実施前に行わなければならない。 

 

（交付の決定） 

第７条 市長は、第５条による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要

に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないか、補助事業の目的及び内容等が適正であるか、

並びに金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金の交付の決定をしたときは、「大阪市小

規模保育事業所整備補助金交付決定通知書（様式第２号）」により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、

「大阪市小規模保育事業所整備補助金不交付決定通知書（様式第３号）」により申請者に通知するも

のとする。 

３ 本条第１項及び第２項の交付規則第５条第４項に規定する通常要すべき標準的な期間は、第５条に

規定する交付申請に必要な全ての書類の到達後（申請内容を補正するための期間は除く）又は交付金

等の交付の内示（内示がない場合は決定）のあった日のどちらか遅い日の翌日から起算して 30 日と

する。 

４ 交付規則第６条第３項の規定により、付することができる必要な条件は、次のとおりとする。 

(1) この補助金は、交付申請した者が行う補助事業の「（仮称）施設名整備事業」に対して交付する

ものであり、申請書記載の内容と相違することのないよう使用すること。 

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに価格が単価 30万円以上

の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の適正化に関する法律施行令（昭

和 30年政令第 255号）第 14条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間の考え方

を準用し、その期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して



使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。 

(3) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一

部を納付させることがある。 

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な

管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

(5) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに市長に報告しなければならない。なお、事業者

が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって、自ら消費税及び地方

消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場

合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、市長に報告があった場合

には、当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。 

(6) 補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、補助

事業に係る収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を補助事業の完了の日

（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後 10

年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場

合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律施行令第 14 条第１項第２項の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過

する日のいずれか長い日まで保管しておかなければならない。 

(7) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受け

てはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。 

(8) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約において、契約の相

手方が当該工事を一括して第三者に請負わせることを承諾してはならない。 

(9) 補助事業を行うために締結する工事契約については、一般競争入札に付するなど本市が行う契

約手続の取扱いに準拠しなければならない。 

(10) 工事の経過など補助事業の進捗状況を必要に応じて市長に報告しなければならない。 

(11) 市長が補助金の交付の決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、市

長の定める期限までに市長の定める額を返還しなければならない。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）が、交付規則第８条第１項の規

定により申請を取下げようとするときは、「大阪市小規模保育事業所整備補助金交付申請取下書（様

式第４号）」により行わなければならない。 

２ 前項の期日は、補助事業者が交付決定通知書を受領した日の翌日から起算して 10日以内とする。 

 

（補助事業の変更等） 

第９条 補助事業者は、交付規則第６条第１項第１号の交付条件に基づき補助事業の内容を変更しよう

とするときは、「大阪市小規模保育事業所整備補助金内容変更承認申請書（様式第５号）」及び同項第

２号の交付条件に基づき補助事業を中止又は廃止しようとするときは、「大阪市小規模保育事業所整

備補助金中止・廃止承認申請書（様式第６号）」により、市長に承認を申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、交付規則第５条第１項に規定する調査を再度行い、承認する



ことが適当と決定したときは、「大阪市小規模保育事業所整備補助金事業内容変更等承認通知書（様

式第７号）」により補助事業者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の調査の結果、承認することが不適当と決定したときは、「大阪市小規模保育事業所

整備補助金事業内容変更等不承認通知書（様式第８号）」により補助事業者に通知するものとする。 

４ 交付規則第６条第１項第１号の「市長が認める軽微な変更」は、補助対象経費が増加する場合を除

き次のとおりとする。ただし、事前に本市に協議しなければならない。 

(1) 児童処遇や保育環境の向上を目的とした基準条例等の規定に反しない有用な変更 

(2) 補助対象経費が、事業の見直し等（入札の結果によるものを除く。）により減額となり、その額

が第７条第１項により市長が申請者に通知した交付決定額の 100分の 10に満たない場合の変更 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第 10 条 市長は、交付規則第９条の規定に基づき補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、又は

その決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するときは、「大阪市小規模保育事業所整備補助金

事情変更による交付決定取消・変更通知書（様式第９号）」により行うものとする。 

 

（実績報告） 

第 11 条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業等が継続して行われている場合には各年

度の末日）又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、「大阪市小規模保育事業所整備補助金実績報

告書（様式第 10 号）」に交付規則第 14 条各号のほか、次の事項を記載し市長に報告しなければなら

ない。 

(1) 対象事業所の所在地及び名称 

(2) 事業所（事業）の種類 

２ 交付規則同条の市長が必要と認める添付書類は、次のとおりとする。 

(1) 事業実績報告書 

(2) 工事についての契約関係書類の写し 

(3) 工事完成引渡書の写し 

(4) 賃貸借又は使用貸借に係る契約書等の写し（自己所有物件については、土地及び建物に係る登

記簿謄本の写し） 

(5) 設計監理についての契約関係書類の写し 

(6) 本条第２号及び第５号に規定する契約についての支払完了分の領収証及び振込金受取書の写し、

未払い分の請求書の写し 

(7) 前号に規定する書類で証明される金額が、本条第２号及び第５号で規定する契約関係書類の金

額と異なる場合は、その理由書（補助対象外となる設備等が含まれる場合は、その内訳の記載があ

る内訳明細書の写しを添付すること） 

(8) 室別面積表 

(9) 建物の配置図・平面図(配置図・室名及び面積が記載された平面図）の写し 

(10) 建物内外主要部分の写真等 

(11) その他、本市が必要とする書類 

  

 



（補助金の額の確定等） 

第 12 条 市長は、前条第１項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査

及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の

内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付

すべき補助金の額を確定し、「大阪市小規模保育事業所整備補助金額確定通知書（様式第 11 号）」に

より補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の交付の時期） 

第 13 条 市長は、前条の通知後に補助事業者からの請求に基づき補助金を交付することとし、その時

期は請求を受けた日から 30日以内とする。 

 

（支払報告） 

第 14 条 前条の規定により補助金の交付を受けた者は、補助金交付後すみやかに当該補助事業に要し

た経費の支払を行い、領収書及び振込金受取書の写しを添えて「大阪市小規模保育事業所整備補助金

支払報告書（様式第 12号）」を補助金交付後 10日以内に市長に提出しなければならない。 

 

（補助金の返還） 

第 15 条 補助金の交付を受けた事業実施者は、補助金の交付を受けて開設した小規模保育事業所につ

いて、開設後 10 年未満に認可の取消しを受けたとき又は事業を廃止したときは、補助金の交付額に

次の表に定める率を乗じた額を市長へ返還することとする。 

５年未満 ５年以上 

６年未満 

６年以上 

７年未満 

７年以上 

８年未満 

８年以上 

９年未満 

９年以上 

10年未満 

100％ 50％ 40％ 30％ 20％ 10％ 

 

（決定の取消し） 

第 16条 市長は、交付規則第 17条第 1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す

ときは、「大阪市小規模保育事業所整備補助金交付決定取消通知書（様式第 13 号）」により通知する

ものとする。 

 

（仕入控除税額の報告） 

第 17 条 補助事業者が、補助金の交付後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費

税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額報告書（様式第 14号）」により速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国

的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって、自ら消費税等の申告を行わず、

本部（又は本社、本所等）で消費税等の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容

に基づき報告を行うこと。 

２ 市長は、前項の報告があった場合には、補助事業者に対して当該仕入税額控除額の全部又は一部を

納付させることがある。 

 

 



（財産の処分の制限） 

第 18 条 本要綱に基づく補助を受けて取得し、又は効用の増加した財産の処分については、交付規則

第 21 条の規定によるもののほか、平成 20 年４月 14 日雇児発第 0417001 号厚生労働省大臣官房会計

課長通知「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」の規定による。 

 

（施行の細目） 

第 19条 この要綱の施行の細目については、こども青少年局長が定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

 １ この要綱は、平成 26年６月１日から施行する。 

 （第 4条に関する経過措置） 

 ２ 区役所及び市役所庁舎等の本市公有財産を活用して設置する小規模保育事業所の補助対象経費

の上限については、当分の間、第４条の規定にかかわらず上限を 22,000,000 円とし、補助額は、

補助対象経費のうち事業実施者が実際に支払う又は支払った経費（上限 22,000,000 円）に４分の

３を乗じて得た額（1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額。）とする。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 26年６月１日から施行する。 

   附 則（平 26.11.１） 

この改正要綱は、平成 26年 11月１日から施行する。 

   附 則（平 27.９.２） 

この改正要綱は、平成 27年９月２日に施行し、平成 27年４月１日から適用する。 

   附 則（平 28.４.１） 

この改正要綱は、平成 28年４月１日に施行する。 

   附 則（平 29.７.５） 

この改正要綱は、平成 29年７月５日に施行し、平成 29年４月１日から適用する。 

  附 則（平 30.７.４） 

この改正要綱は、平成 30年７月４日に施行し、平成 30年４月１日から適用する。 

  



 

（様式第１号） 

 

令和  年  月  日 

 

（提出先）大阪市長 

 

（申 請 者） 

住 所 又 は 所 在 地 

氏 名 又 は 法 人 名 

法人の場合は代表者 

の 役 職 及 び 氏 名                 

連 絡 先 電 話 番 号 

 

大阪市小規模保育事業所整備補助金交付申請 

 

大阪市小規模保育事業所整備補助金の交付を受けたいので、大阪市小規模保育事業所整備補助金要綱

第５条の規定により、関係書類を添えて次のとおり申請します。 

 

記 

    

 

１ 申請額     金             円 

 

２ 申請額の算出基礎 

   

 
①工事経費 

（総経費） 
②補助対象経費 

③補助基準 

上限額 

④補助基準額

（②と③の少な

い額） 

⑤補助率 
⑥補助額 

（④×⑤） 

工事請負費（Ａ） 円 円 

     円 円 ３／４ 円 工事事務費（Ｂ） 円 円 

合計 円 円 

※工事事務費（Ｂ）の補助対象経費の上限は、工事請負費（Ａ）の 2.6％ 

 基本設計費は補助対象経費にあたりません。 

 ⑤の補助額は千円未満切捨て 

 

  



３ 整備を行う事業所の所在地、名称及び種別 

所 在 地                                    

事 業 所 名 （仮称）                     

事業所種別 小規模保育事業所 （  型）          

 

 

４ 補助事業の名称、目的及び内容 

名称：小規模保育事業所整備事業 

目的及び内容： 

 

 

 

５ 補助金を必要とする理由 

 

 

６ 現在行っている事業の概要 

 

 

 

７ 添付書類 

(1) 事業計画書 

(2) Ａ４判設計図書(配置図・室名及び面積が記載された平面図）の写し 

(3) 建物の全体図（整備箇所との位置関係が分かるもの） 

(4) 室別面積表 

(5) 工事予定価格積算書（補助対象外となる設備等が含まれる場合は、その内訳の記載があること）

及び設計監理についての契約関係書類の写し 

(6) 当該事業に関し他に助成を受ける予定の場合は、その助成内容がわかる書類 

(7) 事業実施者の印鑑登録証明書 

(8) 賃貸借又は使用貸借に係る契約書等の写し（自己所有物件については、土地及び建物に係る登

記簿謄本の写し） 

(9) その他、本市が必要とする書類 

 

 

 

 

 

 

  



事 業 計 画 書 

１ 事業所の名称及び所在地  

２ 事 業 所 の 種 別  小規模保育事業所（  型） 

３ 事業の目的及び効果 

 

４ 事 業 実 施 者 名   

 

５ 入  所 

定  員 

（単位：人） 

年 齢 ０歳 １歳 ２歳 計 

整備前     

整備後     

増 減     

６ 事業所の規模及び構造  

 (1)建 物 の 面 積 専有面積        ㎡ 

(2)建 物 の 構 造           造  階建（内   階部分） 

(3)建 物 所 有 者  

(4)権 利 関 係  
□ 賃貸（賃料：          ）  □ 使用貸借 

□ 自己所有 

(5)賃 貸 借 等 期 間 令和  年  月  日  ～    令和  年  月  日 

 

 

  



７ 整 備 費 内 訳  

 

(1)主 体 工 事 費               円 

（内訳） 補助対象額              円 

(2)設 計 監 理 費               円 

（内訳） 
補助対象算入可能額              円 

補助対象額              円 

(3) その他の工事費              円 

              円 

              円 

整 備 費 合 計              円 

８ 整 備 財 源 内 訳   

 

(1)補 助 金               円 

(2)設 置 者 負 担 金              円 

(内訳) 
自 己 資 金              円 

借 入 金              円（借入先：         ） 

(3)整 備 財 源 合 計            円 

９ 工 事 期 間 等 

 

(1)工事・請負の別       請負 ・ その他（       ） 

(2)契 約 年 月 日       令和   年   月   日（予定） 

(3)着 工 年 月 日       令和   年   月   日（予定） 

(4)完 成 年 月 日       令和   年   月   日（予定） 

(5)事業開始年月日       令和   年   月   日（予定） 

１０ その他参考事項 

 

  



（様式第２号） 

 

大阪市指令こ青第       号 

令和   年   月   日 

 

申請者名       様 

 

大阪市長  ○○ ○○ 

（担当：こども青少年局保育施策部保育企画課） 

 

 

大阪市小規模保育事業所整備補助金交付決定通知書 

 

 

令和  年  月  日付けで申請のあった標記補助金については、次の条件を付して 

金         円を交付することを決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助金交付の条件 

(1) この補助金は、補助対象事業（以下「補助事業」と言う）である申請者名が行う小規模保育事

業所「（仮称）事業所名」の整備補助金として交付するものであり、申請書記載の内容と相違する

ことのないように使用すること。 

(2) 補助事業の内容等を変更（市長が認める軽微な変更を除く）する場合には、市長の承認を受け

ること。 

(3) 補助事業を中止又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。 

(4) 補助事業が予定の年度内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は速やかに

市長に報告してその指示を受けること。 

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律施行令（昭和 30年政令第 255号）第 14条第１項第２号により厚生労働大臣が別

に定める期間の考え方を準用し、その期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の

交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。 

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良

な管理者の注意をもって管理するとともにその効率的な運営を図ること。 

(7) 市長が、補助金にかかる執行の適正を期するため、報告を求め、又は本市職員に事業所、事務

所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる必要があると認

めたときは、これに協力すること。 

(8) 工事の経過等事業の進捗状況を必要に応じて市長に報告しなければならないこと。 

(9) 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているとき

は、期限を定めて、その返還を求めることができる。 



(10) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に

係る仕入れ控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。 

  なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支店等）であって、自ら

消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告

を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。 

  また、市長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市長に納付させることが

ある。 

(11) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けては

ならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。 

(12) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手

方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。 

(13) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど本市が行う契約手続の

取扱いに準拠しなければならない。 

(14) その他、大阪市補助金等交付規則（平成 18 年大阪市規則第７号。以下「交付規則」という。）

及び大阪市小規模保育事業所整備補助金要綱（以下「要綱」という。）の規定を遵守すること。 

 

２ その他 

(1) 補助事業にかかる経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、補助金の額の確定通

知書を受けた日から 10年間保存すること。 

(2) 本通知の決定内容（交付の条件を含む。）に不服があるときは、この通知を受け取った日の翌日

から起算して 14日以内に申請の取下げをすることができる。 

  



（様式第３号） 

大阪市指令こ青第       号 

令和   年   月   日 

 

申請者名  様 

 

大阪市長 ○○ ○○ 

 

 

大阪市小規模保育事業所整備補助金不交付決定通知書 

 

 

 令和  年  月  日付けで申請のありました大阪市小規模保育事業所整備補助金については、次

の理由により交付しないことに決定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付しない理由 

 

 

  



（様式第４号） 

 

令和  年  月  日 

 

（提出先）大阪市長 

 

（申 請 者） 

住 所 又 は 所 在 地 

氏 名 又 は 法 人 名 

法人の場合は代表者 

の 役 職 及 び 氏 名                 

連 絡 先 電 話 番 号 

 

 

大阪市小規模保育事業所整備補助金交付申請取下書 

 

 

令和  年  月  日付け大阪市指令こ青第    号にて通知のありました大阪市小規模保育

事業所整備補助金の交付決定については、大阪市小規模保育事業整備補助金要綱第８条の規定により、

次のとおり申請を取り下げます。 

 

記 

 

１ 補助金交付決定通知書を受け取った日    令和  年  月  日 

 

２ 取下げの理由 

 

 

 

  



（様式第５号） 

 

令和  年  月  日 

 

（提出先）大阪市長 

 

（申 請 者） 

住 所 又 は 所 在 地 

氏 名 又 は 法 人 名 

法人の場合は代表者 

の 役 職 及 び 氏 名                 

連 絡 先 電 話 番 号 

 

 

大阪市小規模保育事業所整備補助金内容変更承認申請書 

 

 

 令和  年  月  日付け大阪市指令こ青第    号にて補助金の交付決定を受けた補助事業

について、次のとおり変更する必要がありますので、大阪市長の承認を申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 変更する内容及びその理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



（様式第６号） 

 

令和  年  月  日 

 

 

（提出先）大阪市長 

 

 

（申 請 者） 

住 所 又 は 所 在 地 

氏 名 又 は 法 人 名 

法人の場合は代表者 

の 役 職 及 び 氏 名                 

連 絡 先 電 話 番 号 

 

 

大阪市小規模保育事業所整備補助金中止・廃止承認申請書 

 

 

 令和  年  月  日付け大阪市指令こ青第    号にて補助金の交付決定を受けた補助事

業について、次のとおり中止・廃止する必要がありますので、大阪市長の承認を申請します。 

 

 

記 

 

１ 中止・廃止の理由（中止の場合は、その期間を併せて示すこと。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



（様式第７号） 

 

大阪市指令こ青第       号 

令和   年   月   日 

 

申請者名 様 

 

大阪市長 ○○ ○○ 

 

 

大阪市小規模保育事業所整備補助金事業内容変更等承認通知書 

 

 

 令和  年  月  日付けで申請のあった大阪市小規模保育事業所整備補助金要綱第９条第１項

に規定する承認申請について、次のとおり承認することを通知します。 

 

記 

 

１ 承認する内容等 

 

 

２ 承認条件 

 

 

 

 

 

  



（様式第８号） 

 

大阪市指令こ青第       号 

令和   年   月   日 

 

申請者名 様 

 

大阪市長 ○○ ○○ 

 

 

大阪市小規模保育事業所整備補助金事業内容変更等不承認通知書 

 

 

 令和  年  月  日付けで申請のあった大阪市小規模保育事業所整備補助金要綱第９条第１項

に規定する承認申請について、次のとおり承認しませんので通知します。 

 

記 

 

１ 承認しない理由 

 

 

 

 

 

 

  



（様式第９号） 

 

大阪市指令こ青第       号 

令和   年   月   日 

 

申請者名 様 

 

大阪市長 ○○ ○○ 

 

 

大阪市小規模保育事業所整備補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書 

 

 

 令和  年  月  日付け大阪市指令こ青第    号にて交付決定しました大阪市小規模保育

事業所整備補助金については、次のとおり取消し・変更することを決定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 取消し・変更の内容 

 

 

２ 取消し・変更の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



（様式第 10号） 

 

令和  年  月  日 

 

 

（提出先）大阪市長 

 

 

（申 請 者） 

住 所 又 は 所 在 地 

氏 名 又 は 法 人 名 

法人の場合は代表者 

の 役 職 及 び 氏 名                 

連 絡 先 電 話 番 号 

 

 

大阪市小規模保育事業所整備補助金実績報告書 

 

 

令和  年  月  日付大阪市指令こ青第    号で交付決定を受けた標記補助金にかかる事

業の実績について下記関係書類を添え報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 補助金交付予定額                円 

 

２ 整備を行った事業所の所在地・名称及び種別 

所 在 地                                    

事 業 所 名                          

事業所種別 小規模保育事業所（  型）           

 

３ 補助事業等の名称 

小規模保育事業所整備事業 

 

４ 補助金等の交付の決定にかかる通知書の交付日及び交付番号 

   令和  年  月  日 大阪市指令こ青第     号 

 



５ 添付書類 

(1) 事業実績報告書 

(2) 工事についての契約関係書類の写し 

(3) 工事完成引渡書の写し 

(4) 賃貸借又は使用貸借に係る契約書等の写し（自己所有物件については、土地及び建物に係る登

記簿謄本の写し） 

(5) 設計監理についての契約関係書類の写し 

(6) 大阪市小規模保育事業所整備補助金要綱（以下「要綱」という。）第 11 条第２号及び第５号に

規定する契約についての支払完了分の領収証及び振込金受取書の写し、未払い分の請求書の写し 

(7) 前号に規定する書類で証明される金額が、要綱第 11条第２号及び第５号で規定する契約関係書

類の金額と異なる場合は、その理由書（補助対象外となる設備等が含まれる場合は、その内訳の記

載がある内訳明細書の写しを添付すること） 

(8) 室別面積表 

(9) 建物の配置図・平面図の写し 

(10) 建物内外主要部分の写真等 

(11) その他、本市が必要とする書類 

 

 

  



事 業 実 績 報 告 書 

１ 事業所の名称及び所在地  

２ 事 業 所 の 種 別  小規模保育事業所（  型） 

３ 事業の目的及び効果 

 

４ 事 業 実 施 者 名   

 

５ 入  所 

定  員 

（単位：人） 

年 齢 ０歳 １歳 ２歳 計 

整備前     

整備後     

増 減     

６ 事業所の規模及び構造  

 

(1)建 物 の 面 積 専有面積        ㎡ 

(2)建 物 の 構 造           造  階建（内   階部分） 

(3)建 物 所 有 者  

(4)権 利 関 係  
□ 賃貸（賃料：          ）  □ 使用貸借 

□ 自己所有 

(5)賃 貸 借 等 期 間 令和  年  月  日  ～    令和  年  月  日 

 

 

  



７ 整 備 費 内 訳  

 

(1)主 体 工 事 費               円 

（内訳） 補助対象額              円 

(2)設 計 監 理 費               円 

（内訳） 
補助対象算入可能額              円 

補助対象額              円 

(3) その他の工事費              円 

               

               

整 備 費 合 計              円 

８ 整 備 財 源 内 訳   

 

(1)補 助 金               円 

(2)設 置 者 負 担 金              円 

(内訳) 
自 己 資 金              円 

借 入 金              円（借入先：         ） 

(3)整 備 財 源 合 計              円 

９ 工 事 期 間 等 

 

(1)工事・請負の別       請負 ・ その他（       ） 

(2)契 約 年 月 日        令和   年   月   日 

(3)着 工 年 月 日        令和   年   月   日 

(4)完 成 年 月 日        令和   年   月   日 

(5)事業開始年月日       令和   年   月   日 

１０ その他参考事項 

 

  



（様式第 11号） 

 

大こ青第      号 

令和  年  月  日 

 

 

申請者名 様 

 

 

大阪市長 ○○ ○○ 

 

 

大阪市小規模保育事業所整備補助金額確定通知書 

 

 

 令和  年  月  日付け大阪市指令こ青第   号にて交付決定しました大阪市小規模保育事

業所整備補助金については、次のとおり補助金額を確定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 確定金額     金           円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



（様式第 12号） 

 

令和  年  月  日 

 

 （提出先）大阪市長 

 

（申 請 者） 

住 所 又 は 所 在 地 

氏 名 又 は 法 人 名 

法人の場合は代表者 

の 役 職 及 び 氏 名                 

連 絡 先 電 話 番 号 

  

 

大阪市小規模保育事業所整備補助金支払報告書 

 

令和  年  月  日付け大阪市指令こ青第    号にて補助金の交付決定を受けました補助

事業について、当該補助事業に係る支払いが完了しましたので、大阪市小規模保育事業所整備補助要綱

第 14条の規定により、領収書及び振込金受領書の写しを添えて報告します。 

 

  



（様式第 13号） 

 

大阪市指令こ青第       号 

令和   年   月   日 

 

申請者名 様 

 

大阪市長 ○○ ○○ 

 

 

大阪市小規模保育事業所整備補助金交付決定取消通知書 

 

 

令和  年  月  日付け大阪市指令こ青第    号にて交付決定しました大阪市小規模保育

事業所整備補助金については、次のとおり取消しすることを決定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

 １ 取消しの内容 

 

 

 ２ 取消しの理由 

 

  



（様式第 14号） 

 

令和  年  月  日 

 

（提出先）大 阪 市 長 

  

 

所 在 地                

法 人 名                

法人代表者名                

 

  

令和  年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

 

令和  年  月  日付け大阪市指令こ青第    号にて交付決定を受けた大阪市小規模保育

事業所整備費補助金について、大阪市小規模保育事業所整備費補助要綱第 17 条の規定に基づき、次の

とおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 補助金交付額 

 

金            円 

 

２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税額に係る仕入控除税額（要補助

金返還額） 

 

金            円 

 

３ 添付書類 

(1) ２の消費税及び地方消費税額に係る仕入控除税額に係る確定申告の写し（確定申告後に修正申

告等を行った場合にはその修正申告の写し等） 

(2) ２の消費税及び地方消費税額に係る仕入控除税額の積算内訳等 

(3) その他市長が必要とするもの。 

 


